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令和 8年度 第四砂町中学校における 部活動に関する活動方針 

 

部活動の目的 

１ スポーツ、芸術文化等幅広い活動の機会をもち、体力は技能の向上を目指す。 

２ 教科学習とは異なる集団で活動を通じ、望ましい人間関係や好ましい人間形成を 

学ぶ。また、多様な生徒が活躍できる場とし、豊かな学校成果の実現につなげる。 

３ 向上心、探究心、忍耐力、自主性を養う。 

４ 時間の友好的な使い方を身に付ける。 

本年度の運営上の

基本方針 

１ 全教員で部活動の運営上の約束・注意事項等を確認し、安全・安心な運営を行う。 

２ 顧問をはじめ、全教職員との連携を図り、活動の充実を図る。 

３ 部長会を組織して、諸問題の対応を生徒自身で検討させるなど、自主性を高める。 

４ 保護者や地域の協力を得て、活動の充実を図る。 

活動時間 【年間】１８時００分を最終下校時刻とする。 

設置部活動 

 

ソフトテニス 男子サッカー バスケットボール バドミントン 

バレーボール 科学 吹奏楽 パソコン 

美術 レクリエーション 文化探求 柔道 

江東区特色ある部活動： 女子サッカー 
 

適切な休養日の設

定方針 

（１）休養日 

 週ごとの休養日   ２日以上（平日１日以上、土日１日以上とする） 

（２）活動時間 

    (平    日) ２時間程度／日  

    (土日・祝祭日) ３時間程度／日 

 

定期考査前の取扱 
定期考査７日前から、定期考査終了までの期間は、部活動の休養日とします。但し、特

段の理由があり活動する場合には、別途お知らせします。 

学校閉庁日の取扱 
原則として、部活動の休養日とします。但し、全国中学校体育大会に出場権を得た部活

動のみ、条件付で活動する場合があります。 

そ の 他 必要に応じ、感染症拡大防止対策を講じた活動を実施します。 

 

 大会等で土日の休養日がとれない場合は、必ず大会等の直後に休養日を設け、 

生徒に十分な休養を与えるようにします。 

ここでの活動時間とは身体的な活動を行う時間を指します。なお、活動に伴う準

備や後片付け、ミーティング等の時間を含めても、平日は３時間以内、土日・祝祭

日は４時間以内とします。土日に実施する練習試合等の場合もこの活動時間の設定

に準じた扱いとします。 

但し、この活動時間の設定を超えて実施せざるを得ない状況が発生した場合には、

必ず直後に休養日を設け、生徒に十分な休養を与えるようにします。 

長期休業中については、土日・祝祭日の設定に準じた扱いとします。 


